
住民

自治体 職員

業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 保護の開始申請受付及び訪問調査

住登外登録が必要か

Yes

No

医
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等

throw 1

送付・電話連絡

生活保護システム生活保護システム住民記録システム

・申請書

・その他必要書類

・救急搬送票

受理

住登外の登録

申請情報の登録

電子申請受付

システム

・保護申請書情報

・その他必要書類（PDFデータ）

電子申請受付

システム

保護の申請

自治体HPで公開して

いる申請フォーム等から

生活保護申請を実施

電子申請と添付

書類データ確認

電子申請と

添付書類データ

の取り込み

生活保護

システム

電子申請受付

システム

・保護申請書（データ）

・収入申告書（データ）
留意事項

・総務省情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに

記載された三層分離の考え方などの内容に規定する内

容へ準拠する必要がある

機能（たたき台）（※黒字は既存の機能要件、赤字は追加予定の機能）

・マイナポータルぴったりサービスより受け付けた申請データのうち管理が必要な項目を、申請管理機能（「地方公共団体の基幹業務

システムの共通機能に関する標準仕様書」において規定する申請管理機能をいう。以下同じ。）を経由して取得できること。

・申請管理機能がマイナポータルぴったりサービス等に対して申請処理状況(処理中、要再申請、完了、却下、取り下げのステータ

ス）を送信する場合に用いるため、取得した項目等を表示、出力等できること。

・電子申請受付システムから受け取った申請情報と添付書類（収入申告書等）を取り込めること。

・電子申請受付システムから受け取った申請情報や添付書類(収入申告書等のPDFデータ)をシステムの画面上で確認できること。

・電子申請受付システムから受け取った申請情報や添付書類(収入申告書等)をシステムから出力できること。

・新規申請においては相談者の生活状況

や困窮状況の聞き取りをした上で申請を

受理することが望ましいため、電子申請

の仕様は限定的であると想定している

申請書類のpdf化

RPAを活用して申請情報

を自動登録するか

申請書類のpdfの

テキストデータ化

・RPAがテキス

トデータ化され

た申請情報を

登録する。

・AI-OCRを活用し

て申請書類のpdfを

テキストデータに変

換する。

No

Yes
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住民

自治体 職員

業務フロー 保護の開始申請受付及び訪問調査
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

catch 1

申請者の状況にあわ

せて実施必須となる

後続プロセスは異な

ることに留意

検診命令

29条調査（金融機関調

査）

29条調査（金融機関以外

の関係機関調査）

扶養能力調査

・ケース記録票

生活保護システム

他法活用確認・確

認結果の登録

初回訪問 初回訪問の記録

生活保護システム

保護開始の要否判定及

び処分

・訪問時のテキストメモ、訪問時の会話の録音内容をも

とに、定型的なケース記録を自動で作成する

・生活保護システムが保有している被保護者の情報をモバイル

端末（タブレット・スマートフォン等）で閲覧しながら、訪問を行う。

・面接時における相談者からの問い合わせについて、チャット

ボット等を活用しつつ、回答を行う

・タブレット端末で記録を取る

（テキストの訪問メモ、訪問時の会話の録音（録音内容の文字起

こし等を含む））

・本人から聞き取りができた情報のみ登

録し、聞き取りができなかった情報は29条

調査により確認する運用を想定


